
昭
和
二
十
七
年
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
第
六
号

国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
出
品
又
は
公
開
に
起
因
す
る
損
失
の
補
償
に
関
す
る

規
則

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
同
法

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
国
宝
又
は
重
要
文
化
財
の
出
品
又
は
公
開
に
起
因
す
る
損
害
の
補
償
に
関
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
補
償
の
請
求
）

第
一
条
　
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項

（
法
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
損
失
補
償
請
求
書
（
以
下
「
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
文
化
庁
長
官

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

二
　
補
償
金
の
額
と
し
て
希
望
す
る
金
額

三
　
前
号
の
金
額
算
出
の
基
礎

四
　
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
つ
き
損
害
保
険
契
約
を
し
て

い
た
と
き
は
、
当
該
保
険
証
券
の
記
載
事
項

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
補
償
の
決
定
）

第
二
条
　
文
化
庁
長
官
は
、
請
求
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
審
査
の
上
、
補
償
を
行
う
か
否
か
を
す
み
や
か
に

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
補
償
金
の
額
を
定
め
、
支
払

の
方
法
及
び
時
期
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
と
も
に
こ
れ
を
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
文
化
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
行
わ
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
理
由
を
附
し
て
そ
の

旨
を
請
求
書
の
提
出
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
請
求
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者
に
対
し
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
行
う
こ
と
を
決

定
し
た
場
合
に
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
補
償
金
の
額
を
定
め
る
に
当
つ
て
は
、
文
化
庁
長
官
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
補
償
を
受

け
る
べ
き
者
に
対
し
第
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
提
出
を
求
め
て
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
そ
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
待

た
な
い
で
、
補
償
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
償
金
額
決
定
の
基
準
）

第
四
条
　
補
償
金
の
額
の
決
定
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
金
額
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
宝
、
重
要
文
化

財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
時
価
に
相
当
す
る
金
額

二
　
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
が
き
損
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
宝
、
重
要
文
化

財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
き
損
の
箇
所
の
修
理
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
経
費
及
び
当
該
国
宝
、

重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
き
損
前
の
時
価
と
修
理
後
の
時
価
の
差
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す

る
金
額
（
当
該
国
宝
、
重
要
文
化
財
又
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
き
損
の
状
況
に
よ
り
、
こ
れ
を
修
理
す
る

こ
と
が
不
適
当
又
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
き
損
前
の
時
価
と
き
損
後
の
時
価
の
差
額
に
相

当
す
る
金
額
）

２
　
文
化
庁
長
官
は
、
前
項
の
基
準
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
べ
き
補
償
金
の
額
が
当
該
滅
失
又
は
き
損
に
よ
り
通
常
生

ず
べ
き
損
失
を
補
償
す
る
に
足
り
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
超
え
て
補
償
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
六
日
文
部
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
九
月
三
〇
日
文
部
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
八
日
文
部
科
学
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


